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回次
第11期

第２四半期
連結累計期間

第10期

会計期間
自2021年１月１日
至2021年６月30日

自2020年１月１日
至2020年12月31日

売上高 （千円） 636,572 947,040

経常利益又は経常損失(△) （千円） 62,075 △147,621

親会社株主に帰属する四半期純利益又

は親会社株主に帰属する当期純損失

(△)

（千円） 58,162 △149,056

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 58,162 △149,056

純資産額 （千円） 60,348 △2,314

総資産額 （千円） 413,821 374,447

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり当期純損失(△)
（円） 6.58 △17.04

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益
（円） － －

自己資本比率 （％） 14.6 △0.6

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 34,938 △119,724

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △10,854 △642

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △12,962 203,129

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高
（千円） 199,929 188,808

回次
第11期

第２四半期
連結会計期間

会計期間
自2021年４月１日
至2021年６月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 5.99

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

４．当社は、第10期第２四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第10期第２

四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

５．当社は、2021年11月22日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月10日付で普通株式１株につき2,000株の

株式分割を行っておりますが、第10期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益

又は１株当たり当期純損失（△）を算定しております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、新規上場申請のための有

価証券報告書(Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大は、今後の経過によっては、当社グループの業績及び財務状況にも

影響を及ぼす可能性があり、引き続き注視してまいります。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、

前第２四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比

較分析は行っておりません。

(1）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大と抑制施策が繰り返

され、抜本的な医療提供体制の確立が期待されるなか、同感染症の再拡大に伴う経済の下振れリスクや、金融資本

市場の変動など、国内外経済の不確実性は極めて高く、景気の先行きが見通しにくい状況が続いております。

このような経済状況の中、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社サービスに対するニーズがある潜在顧

客との営業上のコンタクト・接触が困難な状況にあって、当社では潜在顧客とのオンライン面談を活用し、感染リ

スクを低減しつつ、主にメンタルヘルスソリューション事業の売上高を着実に伸ばしており、一方で広告宣伝費や

交通費等の経費削減を通じて企業価値の向上に取り組んでまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高636,572千円、営業利益62,203千円、経常利益62,075千

円、親会社株主に帰属する四半期純利益58,162千円となりました。

セグメント別業績は次のとおりであります。

※2021年１月１日より、ITソリューション事業をデジタルマーケティング事業へと改称しております。

a.メンタルヘルスソリューション事業

メンタルヘルスソリューション事業では、職場におけるメンタルヘルス対策として、厚生労働省が提唱する

「４つのケア（「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、「事

業場外資源によるケア」）」を実践する為、メンタルヘルスケアに特化したクラウドサービス「ELPISリシー

ズ」及び産業医や保健師をオンライン等で提供する「産業医クラウド」サービスを展開しております。

当第２四半期連結累計期間においては、緊急事態宣言の長期化による新規受注の鈍化の影響を押さえるべ

く、広告宣伝費や交通費等による経費削減に取り組んでまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの業績は、売上高494,895千円、セグメント利

益60,630千円となりました。

b.メディカルキャリア支援事業

メディカルキャリア支援事業においては、常勤の医師に主軸を置きながら医療従事者の人材斡旋業求人求職

支援サービスを展開しております。

当第２四半期連結累計期間においては、業界の動向として毎年4月に医師の転職が多く、当月の売上が増加

したことから極めて好調な結果となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの業績は、売上高76,759千円、セグメント利益

10,958千円となりました。

c.デジタルマーケティング事業

デジタルマーケティング事業は、WEB制作サービス、Webマーケティング支援サービスで構成されておりま

す。
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当第２四半期連結累計期間においては、Webマーケティング支援サービスに注力することで、大口の取引先

を獲得する等、当社グループ内の売り上げ全体に占める割合が増加しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの業績は、売上高64,917千円、セグメント利益

11,816千円となりました。

②財政状態の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ39,374千円増加し、413,821千円

となりました。これは主に、現金及び預金の増加、売掛金の増加によるものであります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ23,288千円減少し、353,473千円

となりました。これは主に、短期借入金の減少、未払金の減少によるものであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末△2,314千円から60,348千円となり、

債務超過を解消しました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。

(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ11,120千円増

加し、199,929千円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとお

りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、34,938千円となりました。資金の主な

増加要因は、税金等調整前四半期純利益62,075千円、減価償却費11,492千円、仕入債務の増加額11,898千円等

によるものであり、主な減少要因は、売上債権の増加額29,501千円、未払金の減少額19,264千円等によるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、10,854千円となりました。資金の主な

減少要因は、無形固定資産の取得による支出10,626千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、12,962千円となりました。資金の主な

増加要因は、長期借入れによる収入20,000千円等によるものであり、主な減少要因は、短期借入金の純減額

20,000千円、長期借入金の返済による支出10,537千円、リース債務の返済のよる支出6,305千円等によるもので

あります。

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はあ

りません。

(4）経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更

はありません。

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について

重要な変更はありません。

(6）研究開発活動

該当事項はありません。
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(7）経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、「1　事業等のリスク」に記載の通り新型コロナ

ウイルス感染症があげられます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が当社グループの顧客である事業会社、医療機関、医療従事者及び当

社グループ従業員に重大な影響が及ぶ場合には、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性があります。

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000

Ａ種優先株式 2,000

Ｂ種優先株式 1,000

Ｃ種優先株式 1,000

計 10,000　(注)1．

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（注）１．発行可能株式総数の上限が1万株であり、各種類株の上限の合計とは一致しません。

２．2021年12月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部変更を行い、Ａ種優先株式、Ｂ種優先

株式及びＣ種優先株式に係る定款の定めを廃止致しました。

３．2021年11月22日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月10日付で普通株１株につき2,000株の割合で株式分

割を行い、2021年12月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部変更を行い、発行可能株式

総数は35,990,000株増加し、36,000,000株となっております。

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2021年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年２月18日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,311 9,566,000 非上場 （注）１

Ａ種優先株式 533 － 非上場 （注）４

Ｂ種優先株式 421 － 非上場 （注）５

Ｃ種優先株式 240 － 非上場 （注）６

計 4,505 9,566,000 － －

②【発行済株式】

（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．2021年5月20日に新株予約権の行使により普通株式が110株（株式分割考慮後220,000株）増加しておりま

す。

３．2021年12月２日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月８日付で各種優先株式については全て普通株式に

変更しております。また、2021年11月22日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月10日付で普通株式１株

につき2,000株とする株式分割を行っております。これにより、普通株式の発行済株式数は9,005,495株増加

し、9,010,000株となっております。さらに、2021年12月28日及び29日に新株予約権の行使に伴う普通株式

合計556,000株の発行を行い、普通株式の発行済株式数は9,566,000株となっております。

４．2021年12月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年12月10日付で１単元を100株とする単元株制度を

採用しております。

５．Ａ種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(残余財産の分配)

１  当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株式（以下、「Ａ種株式」という。）を有する株主（以下、「Ａ

種株主」という。）又はＡ種株式の登録株式質権者（以下、「Ａ種登録質権者」という。）に対し普通株式を有

する株主（以下、「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録質権者」とい

う。）に先立ち、Ａ種株式１株につき第14条に定めるＡ種分配額を支払う。但し、Ａ種株式、Ｂ種優先株式（以

下、「Ｂ種株式」という。）及びＣ種優先株式（以下、「Ｃ種株式」という。）の残余財産の分配の支払順位は

同順位とする。

２  前項による分配のほか、なお残余財産があるときは、Ａ種株主又はＡ種登録質権者に対しては、Ａ種株式１株に

つき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産にＡ種転換比率（Ａ種分配額

を第15条に定めるＡ種取得価額で除した数をいう。）を乗じた額と同額の残余財産を、普通株主又は普通登録質

権者に対する分配と同順位で分配する。なお、かかる計算については円位未満小数第１位は切り捨てるものとす

る。
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１

調整後A種分配額 ＝ 当該調整前のA種分配額 ×

分割・併合の比率

既発行

A種株式数
×

当該調整前のA種

分配額
＋

新発行

A種株式数
×

1株当たり

払込金額
調整後

A種分配額
＝

既発行A種株式数 ＋ 新発行A種株式数

(議決権)

Ａ種株主は、当会社株主総会において、Ａ種株式１株につき１個の議決権を有する。

(株式の分割・併合および無償割当て等)

１  当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び各種種類株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを

行う。

２  当会社は、株主に株式無償割当てまたは新株予約権（新株予約権付き社債に付されたものも含む。以下同じ。）

の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ

種株主にはＡ種株式またはＡ種株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種株式を有する株主（以下、

「Ｂ種株主」という。）にはＢ種株式またはＢ種株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｃ種株式を有す

る株主（以下、「Ｃ種株主」という。）にはＣ種株式またはＣ種株式を目的とする新株予約権の無償割当てをそ

れぞれ同時に同一割合で付与することにより行う。

３  当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、

普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種株主にはＡ種株式

またはＡ種株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種株主にはＢ種株式またはＢ種株式を目的

とする新株予約権の割当てを受ける権利、C 種株主にはC 種株式またはC 種株式を目的とする新株予約権の割当

てを受ける権利をそれぞれ同時に同一割合で付与することにより行う。

４  Ａ種株式の分割または併合が行われたときは、Ａ種分配額（当初のＡ種分配額は300,000円とし、本条により既

に調整されている場合には調整後のＡ種分配額をいう。）は、以下の式により調整する。

５  Ａ種株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分を行ったときは、Ａ種分配額（本条により既に調整

されている場合には調整後のＡ種分配額をいう。）は、以下の式により調整する。なお、以下の算式の「既発行

Ａ種株式数」からは、当該発行又は処分の時点における当会社が保有するＡ種株式（自己株式）の数を除外する

ものとし、自己株式を処分する場合は以下の算式の「新発行Ａ種株式数」は「処分する自己株式（Ａ種株式）の

数」と読み替えるものとする。

６  本条第４項における調整については円位未満小数第１位は切り捨てるものとする。但し、調整後のＡ種分配額が

１円未満となるときはＡ種分配額は１円とする。

(普通株式と引き換えにする取得請求権)

１　（１）Ａ種株主は、当会社に対して、いつでも、自己が保有するＡ種株式の全部又は一部を当会社が取得し、そ

の取得と引換えに普通株式を交付することを請求（以下、「交付請求」という。）することができる。

（２）前号の交付請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとする。

（３）Ａ種株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、Ａ種株主が取得の請求をしたＡ種株式の払込金額の

総額（ただし、Ａ種株式につき株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場

合には、適切に調整される。）をその時点におけるＡ種株式の取得価額で除して得られる数とする。

（４）前号の計算の結果各Ａ種株主毎に生じる１株未満の端数は切り捨て、金銭による調整を行う。この場合に

おいては、当会社の支払う金額は次に定める金額にその端数（小数第３位未満切上げ、以下同じ。）を乗じ

て得た額に相当する金銭（１円未満切上げ）のうち も高い価額とする。

①会社による直近６ヶ月以内の新株発行価額または株式譲渡における１株あたりの価額

②当会社の直近の貸借対照表上の簿価純資産に基づく当会社の1株あたりの純資産価額（1円未満切上げ）

③Ａ種取得価額

２　Ａ種株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおりＡ種取得価額を調整する。

（１）株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、以下の算式によりＡ種取得価額を調整する。調整後のＡ

種取得価額は、株式分割の場合は基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、
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１

調整後A種取得価額 ＝
当該調整前の

A種取得価額
×

分割・併合・無償割当ての比率

(発行済普通株式の数

－当会社が保有する

普通株式の数)

＋

（新たに発行する

普通株式の数
×

1株あたり

払込金額）

調整後

取得価額
＝

調整前

取得価額
×

調整前取得価額

(発行済普通株式の数

－当会社が保有する

普通株式の数)

＋ 新たに発行する普通株式の数

それぞれこれを適用する。

（２）調整前のＡ種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分す

る場合（株式無償割当ての場合を含む。）、以下の算式（以下「取得価額調整式」という。）によりＡ種取

得価額を調整する。調整後取得価額は、当該普通株式の発行又は処分に係る払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の 終日。）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日

（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する

場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の

数」、「1株あたり払込金額」は「1株あたり処分金額」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前に

おいて当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

　　　取得価額調整式における「発行済普通株式の数」の算出上、当該株式の発行又は処分に係る基準日がある

場合にはその日における、又は基準日がない場合には調整後取得価額を適用する日の1か月前の日における、

当会社の発行済普通株式総数に、発行済みの取得請求権付株式又は取得条項付株式（当会社の普通株式を交

付する旨の定めがあるものに限り、当会社の保有するものを除く。）のすべてに関し、その取得請求権又は

取得条項に従い普通株式が交付されたものとみなし、発行済普通株式の数に算入されるものとする。

（３）当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、調整前の取得価額を下回る価額を

もって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含

む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の 終日。以下本項において同

じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基

準日。以下本項において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全

てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金

額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の

翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその

日の翌日以降、これを適用する。

（４）行使することにより又は当会社に取得されることにより、調整前取得価額を下回る価額をもって普通株式

の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる

新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係

る基準日を定めた場合には当該基準日。以下本項において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみな

し、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取

得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合

にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

（５）本項（１）から（４）に掲げた事由によるほか、下記(i)ないし(iv)のいずれかに該当する場合には、当

会社はＡ種株主及びＡ種登録質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価

額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

(i) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分

割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために

取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)本条2項(3)に定める株式につきその取得により普通株式が交付され得る期間が終了したとき。
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(ⅲ)本条2項(4)に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。

(ⅳ)その他、発行済普通株式数（ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性

を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

（６）取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入す

る。

（７）Ａ種取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後Ａ種取得価額と調整前Ａ種取得価額との差額が1円

未満にとどまるときは、Ａ種取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後Ａ種取得価額の調整を必要

とする事由が発生し、Ａ種取得価額を算出する場合には、調整前Ａ種取得価額はこの差額を差引いた額とす

る。

（８）Ａ種取得価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ａ種株主又はＡ種優先登録

株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用の日及びその他の必要事項を通知し

なくてはならない。

（９）以下に掲げる事由の場合には、Ａ種取得価額の調整は行わない。

(i)当会社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに当会社の普通株式を交付若しくは処分する場合、又

は新株予約権（新株予約権付社債に係る新株予約権を含む。）その他の潜在株式の行使により当会社の普

通株式を交付若しくは処分する場合

(ⅱ)当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対して、インセンティブ目的で当会社の新株予

約権を発行（他の発行済新株予約権と合わせて新株予約権の目的である株式数の合計数が累計で当該発行

時点における発行済株式総数の15％を超えない範囲に限る。）する場合

(金銭と引き換えにする取得請求権)

１　Ａ種株主は、当会社に対して、いつでも、会社法第461条に定める分配可能額を限度として、自己が保有するＡ

種株式の全部又は一部を当会社が取得、その取得と引換えに金銭の交付を請求することができる。

２　前項の場合においては、当会社がＡ種株式１株を取得するのと引き換えにＡ種株主に交付する金銭の額は、金30

万円（ただし、Ａ種株式につき、株式分割、株式併合、またはこれに類する事由があったときは、その比率に応

じて、Ａ種株式の価値が希薄しないように適切に調整される。）とする。ただし、Ａ種株式の発行済株式総数の

過半数を有するＡ種株主が同意した場合には、上記価額を下回る価額で取得することができるものとする。

(会社による取得)

当会社は、Ａ種株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの証券取引所への上場（以下「株式公開」という。）

の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式公開に関する主幹事証券会社からの要請を受けた場合には、

取締役会の定める日に、Ａ種株式を全て取得し、これと引き換えに、Ａ種株式１株につき「普通株式と引換えに

する取得請求権」で規定するＡ種株主に交付すべき普通株式の数の普通株式を交付するものとする。交付する普

通株式の数の算出に当たって、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを

取り扱う。

　　　６．Ｂ種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(残余財産の分配)

１　当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種株主又はＢ種株式の登録株式質権者（以下、「Ｂ種登録質権者」とい

う。）に対し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｂ種株式１株につき「株式の分割・併合および無償割当

て等」に定めるＢ種分配額を支払う。但し、Ａ種株式及びＢ種株式の残余財産の分配の支払順位は同順位とす

る。

２　前項による分配のほか、なお残余財産があるときは、Ｂ種株主又はＢ種登録質権者に対しては、Ｂ種株式１株に

つき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産に「普通株式と引換えにする

取得請求権」第１項で定義するＢ種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を、普通株主又は普通登録質権者に対

する分配と同順位で分配する。なお、かかる計算については、円位未満小数第１位は切り捨てるものとする。

（議決権）

Ｂ種株主は、当会社株主総会において、Ｂ種株式１株につき１個の議決権を有する。

（株式の分割・併合および無償割り当て等）

１　当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び各種種類株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを

行う。

２　当会社は、株主に株式無償割当てまたは新株予約権（新株予約権付き社債に付されたものも含む。以下同じ。）

の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ

種株主にはＡ種株式またはＡ種株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種株主にはＢ種株式またはＢ種

株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｃ種株主にはＣ種株式またはＣ種株式を目的とする新株予約権の

無償割当てをそれぞれ同時に同一割合で付与することにより行う。

３　当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、
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１

調整後B種分配額 ＝ 当該調整前のB種分配額 ×

分割・併合無償割当ての比率

既発行

B種株式数
×

当該調整前のB種

分配額
＋

新発行

B種株式数
×

1株当たり

払込金額

調整後B種分配額 ＝
既発行B種株式数 ＋ 新発行B種株式数

基準価額

B種取得比率 ＝

B種取得価額

１

調整後B種取得価額 ＝
当該調整前の

B種取得価額
×

分割・併合・無償割当ての比率

普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種株主にはＡ種株式

またはＡ種株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種株主にはＢ種株式またはＢ種株式を目的

とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｃ種株主にはＣ種株式またはＣ種株式を目的とする新株予約権の割

当てを受ける権利をそれぞれ同時に同一割合で付与することにより行う。

４　Ｂ種株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、Ｂ種分配額（当初のＢ種分配額は450,000円とし、本

条により既に調整されている場合には調整後のＢ種分配額をいう。）は、以下の式により調整する。

　　　　（図５）

５　Ｂ種株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分を行ったときは、Ｂ種分配額（本条により既に調整

されている場合には調整後のＢ種分配額をいう。）は、以下の式により調整する。なお、以下の算式の「既発行

Ｂ種株式数」からは、当該発行又は処分の時点における当会社が保有するＢ種株式（自己株式）の数を除外する

ものとし、自己株式を処分する場合は以下の算式の「新発行Ｂ種株式数」は「処分する自己株式（Ｂ種株式）の

数」と読み替えるものとする。

６　本条第４項における調整については、円位未満小数第１位は切り捨てるものとする。但し、調整後のＢ種分配額

が１円未満となるときは、Ｂ種分配額は１円とする。

（普通株式と引換えにする取得請求権）

１　（１）Ｂ種株主は、当会社に対して、いつでも、自己が保有するＢ種株式の全部又は一部を当会社が取得し、そ

の取得と引換えに普通株式を交付することを請求（以下、「交付請求」という。）することができる。

（２）前号の交付請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとする。

（３）Ｂ種株式１株の交付請求により交付すべき普通株式数（以下、「Ｂ種取得比率」という。）は、次のとお

りとする。なお、当初の基準価額は450,000円、当初のＢ種取得価額は450,000円とする。但し、基準金額及

び／又はＢ種取得金額は、次項により調整されるものとする。

（４）前号の計算の結果各Ｂ種株主毎に生じる１株未満の端数は切り捨て、金銭による調整を行う。この場合に

おいては、当会社の支払う金額は次に定める金額にその端数（小数第３位未満切上げ、以下同じ。）を乗じ

て得た額に相当する金銭（１円未満切上げ）のうち も高い価額とする。

①会社による直近６ヶ月以内の新株発行価額または株式譲渡における１株あたりの価額

②当会社の直近の貸借対照表上の簿価純資産に基づく当会社の1株あたりの純資産価額（１円未満切上げ）

③Ｂ種取得価額

２　Ｂ種株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおりＢ種取得価額を調整する。

（１）株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、以下の算式によりＢ種取得価額を調整する。調整後のＢ

種取得価額は、株式分割の場合は基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、

株式無償割当ての場合は効力発生日（割当基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれこれを適用す

る。また、この場合、基準価額もＢ種取得価額と同様に調整されるものとする。
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１

調整後の取得金額 ＝
当該調整前の

取得金額
×

分割・併合・無償割当ての比率

（２）調整前のＢ種取得価額を下回る金額をもって当会社の普通株式を発行または当会社が保有する普通株式を

処分する場合（無償割当ての場合を除く。）、かかる調整前のＢ種取得価額を下回る金額を調整後のＢ種取

得価額とする。なお、調整後のＢ種取得価額は、払込期日（払込期間の設定がある場合には、出資を履行し

た日をいう。以下同じ。）の翌日以降、株主割当の基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

（３）調整前のＢ種取得価額を下回る普通株式１株あたりの価額をもって当会社の普通株式を交付することと引

き換えに取得される株式を発行又は処分する場合、かかる株式の払込期日に、また株主割当の基準日がある

場合はその日に、発行又は処分される株式全てが普通株式と引き換えに取得されたものとみなし、調整前の

Ｂ種取得価額を下回る当該交付される普通株式１株あたりの価額を、調整後のＢ種取得価額とする。調整後

のＢ種取得価額は、払込期日の翌日以降、株主割当の基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用す

る。

（４）新株予約権の行使により発行される普通株式（普通株式と引き換えに取得される株式を含む。）１株当た

りの払込金額（行使価格を含む。）が調整前のＢ種取得価額を下回ることになる新株予約権を発行（新株予

約権の無償割当てを含む。）する場合、かかる新株予約権の発行日に、また株主割当の基準日がある場合は

その日に、発行される新株予約権全てが行使されて普通株式が交付されたものとみなし、調整前のＢ種取得

価額を下回る当該普通株式１株あたりの価額を、調整後のＢ種取得価額とする。調整後のＢ種取得価額は、

その発行日の翌日以降、株主割当の基準日がある場合はその翌日以降これを適用する。

（５）本項（１）乃至（４）に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社はＢ種株主総会決議に基

づき、Ｂ種基準価額及び/又はＢ種取得価額の調整を適切に行うものとする。

　　(ア) 株式交換、株式移転、会社の分割、株式の併合、資本減少又は合併のためにＢ種取得価額の調整を必要

とする場合。

　　(イ) 本号（ア）のほか、当会社の株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によってＢ種取得価額

の調整を必要とする場合。

　　(ウ) 本項（４）に定める新株予約権の行使請求期間が満了した場合。ただし、新株予約権の全部が行使され

た場合を除く。

　　(エ) Ｂ種株式以外の当会社が発行する種類株式で、当会社の普通株式と引換えに取得される種類株式の取得

価額若しくは新株予約権の行使価額が修正される場合。

（６）（１）乃至（５）の調整につき、以下の通り算定する。

　　（ア）Ｂ種取得価額の調整に際しては、円位未満小数第１位を切り捨てるものとする。

　　（イ）Ｂ種取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後Ｂ種取得価額と調整前Ｂ種取得価額との差額が

１円未満にとどまるときは、Ｂ種取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後Ｂ種取得価額の調整を必

要とする事由が発生し、Ｂ種取得価額を算出する場合には、調整前Ｂ種取得価額はこの差額を調整した額とす

る。

　　（ウ）Ｂ種取得価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｂ種株主又はＢ種登録

株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後のＢ種取得価額、適用の日及びその他の必要事項を通知

しなくてはならない。

　　（エ）(２）の定めに拘わらず、以下に掲げる場合には、Ｂ種取得価額の調整は行わない。

(i)当会社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに当会社の普通株式を交付若しくは処分する場

合、又は新株予約権（新株予約権付社債に係る新株予約権を含む。）その他の潜在株式の行使により

当会社の普通株式を交付若しくは処分する場合

(ii)当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対して、インセンティブ目的で当会社の新

株予約権を発行（他の発行済新株予約権と合わせて新株予約権の目的である株式数の合計数が累計で

当該発行時点における発行済株式総数の15％を超えない範囲に限る。）する場合

（金銭と引換えにする取得請求権）

１　Ｂ種株主は、当会社に対して、いつでも、会社法第461条に定める分配可能額を限度として、自己が保有するＢ

種株式の全部又は一部を当会社が取得し、その取得と引換えに金銭の交付を請求することができる。

２　前項の場合においては、当会社がＢ種株式１株を取得するのと引き換えにＢ種株主に交付する金銭の額（以下、

「Ｂ種取得金額」という。）は、金450,000円とする。ただし、Ｂ種株式の分割、併合又は無償割当てが行われ

た場合はＢ種取得金額について以下のとおり、また、これらに類する事由が生じたときはＢ種株式の価値が希薄

しないようにＢ種取得金額は適切に調整されるものとする。なお、本項における調整額の算定上発生した１円未

満の端数は切り捨てるものとする。
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１

調整後C種分配額 ＝ 当該調整前のC種分配額 ×

分割・併合・無償割当ての比率

既発行 × 当該調整前のC種 ＋ 新発行 × 1株当たり

３　本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において、その請求に係るＢ種株式を取得

するものとし、直ちに取得金額にその請求に係る株式数を乗じて得られた金額をＢ種株主に支払うものとする。

ただし、分配可能額を超えてＢ種株主から第１項に基づくＢ種株式の取得請求がなされた場合には、当会社は、

分配可能額の範囲内において、取得請求されたＢ種株式の数に応じた比例按分その他当会社の取締役会が合理的

に決定する方法により、当該取得請求に係るＢ種株式の一部を取得する。なお、かかる方法に従い取得されなか

ったＢ種株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。

（会社による取得）

当会社は、Ｂ種株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの証券取引所への上場（以下「株式公開」という。）

の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式公開に関する主幹事証券会社からの要請を受けた場合には、

取締役会の定める日に、Ｂ種株式を全て取得し、これと引き換えに、Ｂ種株式１株につき「普通株式と引換えに

する取得請求権」で規定するB種株主に交付すべき普通株式の数の普通株式を交付するものとする。交付する普

通株式の数の算出に当たって、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを

取り扱う。

　　　　７．Ｃ種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(残余財産の分配)

１　当会社の残余財産を分配するときは、Ｃ種株主又はＢ種株式の登録株式質権者（以下、「Ｃ種登録質権者」とい

う。）に対し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｃ種株式１株につき「株式の分割・併合および無償割当

て等」に定めるＣ種分配額を支払う。但し、Ａ種株式、Ｂ種株式及びＣ種の残余財産の分配の支払順位は同順位

とする。

２　前項による分配のほか、なお残余財産があるときは、Ｃ種株主又はＣ種登録質権者に対しては、Ｃ種株式１株に

つき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産に「普通株式と引換えにする

取得請求権」第１項で定義するＣ種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を、普通株主又は普通登録質権者に対

する分配と同順位で分配する。なお、かかる計算については、円位未満小数第１位は切り捨てるものとする。

（議決権）

Ｃ種株主は、当会社株主総会において、Ｃ種株式１株につき１個の議決権を有する。

（株式の分割・併合および無償割り当て等）

１　当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び各種種類株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを

行う。

２　当会社は、株主に株式無償割当てまたは新株予約権（新株予約権付き社債に付されたものも含む。以下同じ。）

の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ

種株主にはＡ種株式またはＡ種株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種株主にはＢ種株式またはＢ種

株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｃ種株主にはＣ種株式またはＣ種株式を目的とする新株予約権の

無償割当てをそれぞれ同時に同一割合で付与することにより行う。

３　当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、

普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種株主にはＡ種株式

またはＡ種株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種株主にはＢ種株式またはＢ種株式を目的

とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｃ種株主にはＣ種株式またはＣ種株式を目的とする新株予約権の割

当てを受ける権利をそれぞれ同時に同一割合で付与することにより行う。

４　Ｃ種株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、Ｃ種分配額（当初のＣ種分配額は1,000,000円とし、

本条により既に調整されている場合には調整後のＣ種分配額をいう。）は、以下の式により調整する。

５　Ｃ種株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分を行ったときは、Ｃ種分配額（本条により既に調整

されている場合には調整後のＣ種分配額をいう。）は、以下の式により調整する。なお、以下の算式の「既発行

Ｃ種株式数」からは、当該発行又は処分の時点における当会社が保有するＣ種株式（自己株式）の数を除外する

ものとし、自己株式を処分する場合は以下の算式の「新発行Ｃ種株式数」は「処分する自己株式（Ｃ種株式）の

数」と読み替えるものとする。
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調整後C種分配額 ＝

C種株式数 分配額 C種株式数 払込金額

既発行C種株式数 ＋ 新発行C種株式数

基準価額

C種取得比率 ＝

C種取得価額

１

調整後C種取得価額 ＝
当該調整前の

C種取得価額
×

分割・併合・無償割当ての比率

６　本条第４項における調整については、円位未満小数第１位は切り捨てるものとする。但し、調整後のＣ種分配額

が１円未満となるときは、Ｃ種分配額は１円とする。

（普通株式と引換えにする取得請求権）

１　（１）Ｃ種株主は、当会社に対して、いつでも、自己が保有するＣ種株式の全部又は一部を当会社が取得し、そ

の取得と引換えに普通株式を交付することを請求（以下、「交付請求」という。）することができる。

（２）前号の交付請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとする。

（３）Ｃ種株式１株の交付請求により交付すべき普通株式数（以下、「Ｃ種取得比率」という。）は、次のとお

りとする。なお、当初の基準価額は1,000,000円、当初のＣ種取得価額は1,000,000円とする。但し、基準金

額及び／又はＣ種取得金額は、次項により調整されるものとする。

（４）前号の計算の結果各Ｃ種株主毎に生じる１株未満の端数は切り捨て、金銭による調整を行う。この場合に

おいては、当会社の支払う金額は次に定める金額にその端数（小数第３位未満切上げ、以下同じ。）を乗じ

て得た額に相当する金銭（１円未満切上げ）のうち も高い価額とする。

①会社による直近６ヶ月以内の新株発行価額または株式譲渡における１株あたりの価額

②当会社の直近の貸借対照表上の簿価純資産に基づく当会社の1株あたりの純資産価額（１円未満切上げ）

③Ｃ種取得価額

２　Ｃ種株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおりＣ種取得価額を調整する。

（１）株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、以下の算式によりＣ種取得価額を調整する。調整後のＣ

種取得価額は、株式分割の場合は基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、

株式無償割当ての場合は効力発生日（割当基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれこれを適用す

る。また、この場合、基準価額もＣ種取得価額と同様に調整されるものとする。

（２）調整前のＣ種取得価額を下回る金額をもって当会社の普通株式を発行または当会社が保有する普通株式を

処分する場合（無償割当ての場合を除く。）、かかる調整前のＣ種取得価額を下回る金額を調整後のＣ種取

得価額とする。なお、調整後のＣ種取得価額は、払込期日（払込期間の設定がある場合には、出資を履行し

た日をいう。以下同じ。）の翌日以降、株主割当の基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

（３）調整前のＣ種取得価額を下回る普通株式１株あたりの価額をもって当会社の普通株式を交付することと引

き換えに取得される株式を発行又は処分する場合、かかる株式の払込期日に、また株主割当の基準日がある

場合はその日に、発行又は処分される株式全てが普通株式と引き換えに取得されたものとみなし、調整前の

Ｃ種取得価額を下回る当該交付される普通株式１株あたりの価額を、調整後のＣ種取得価額とする。調整後

のＣ種取得価額は、払込期日の翌日以降、株主割当の基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用す

る。

（４）新株予約権の行使により発行される普通株式（普通株式と引き換えに取得される株式を含む。）１株当た

りの払込金額（行使価格を含む。）が調整前のＣ種取得価額を下回ることになる新株予約権を発行（新株予

約権の無償割当てを含む。）する場合、かかる新株予約権の発行日に、また株主割当の基準日がある場合は

その日に、発行される新株予約権全てが行使されて普通株式が交付されたものとみなし、調整前のＣ種取得

価額を下回る当該普通株式１株あたりの価額を、調整後のＣ種取得価額とする。調整後のＣ種取得価額は、

その発行日の翌日以降、株主割当の基準日がある場合はその翌日以降これを適用する。

（５）本項（１）乃至（４）に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社はＣ種株主総会決議に基

づき、Ｃ種基準価額及び/又はＣ種取得価額の調整を適切に行うものとする。

　　(ア) 株式交換、株式移転、会社の分割、株式の併合、資本減少又は合併のためにＣ種取得価額の調整を必要

とする場合。

　　(イ) 本号（ア）のほか、当会社の株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によってＣ種取得価額
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１

調整後の取得金額 ＝
当該調整前の

取得金額
×

分割・併合・無償割当ての比率

の調整を必要とする場合。

　　(ウ) 本項（４）に定める新株予約権の行使請求期間が満了した場合。ただし、新株予約権の全部が行使され

た場合を除く。

　　(エ) Ｃ種株式以外の当会社が発行する種類株式で、当会社の普通株式と引換えに取得される種類株式の取得

価額若しくは新株予約権の行使価額が修正される場合。

（６）（１）乃至（５）の調整につき、以下の通り算定する。

　　（ア）Ｃ種取得価額の調整に際しては、円位未満小数第１位を切り捨てるものとする。

　　（イ）Ｃ種取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後Ｃ種取得価額と調整前Ｃ種取得価額との差額が

１円未満にとどまるときは、Ｃ種取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後Ｃ種取得価額の調整を必

要とする事由が発生し、Ｃ種取得価額を算出する場合には、調整前Ｃ種取得価額はこの差額を調整した額とす

る。

　　（ウ）Ｃ種取得価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｃ種株主又はＣ種登録

株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後のＣ種取得価額、適用の日及びその他の必要事項を通知

しなくてはならない。

　　（エ）(２）の定めに拘わらず、以下に掲げる場合には、Ｃ種取得価額の調整は行わない。

(i)当会社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに当会社の普通株式を交付若しくは処分する場

合、又は新株予約権（新株予約権付社債に係る新株予約権を含む。）その他の潜在株式の行使により

当会社の普通株式を交付若しくは処分する場合

(ii)当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対して、インセンティブ目的で当会社の新

株予約権を発行（他の発行済新株予約権と合わせて新株予約権の目的である株式数の合計数が累計で

当該発行時点における発行済株式総数の15％を超えない範囲に限る。）する場合

（金銭と引換えにする取得請求権）

１　Ｃ種株主は、当会社に対して、いつでも、会社法第461条に定める分配可能額を限度として、自己が保有するＣ

種株式の全部又は一部を当会社が取得し、その取得と引換えに金銭の交付を請求することができる。

２　前項の場合においては、当会社がＣ種株式１株を取得するのと引き換えにＣ種株主に交付する金銭の額（以下、

「Ｃ種取得金額」という。）は、金1,000,000円とする。ただし、Ｃ種株式の分割、併合又は無償割当てが行わ

れた場合はＣ種取得金額について以下のとおり、また、これらに類する事由が生じたときはＣ種株式の価値が希

薄しないようにＣ種取得金額は適切に調整されるものとする。なお、本項における調整額の算定上発生した１円

未満の端数は切り捨てるものとする。

３　本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において、その請求に係るＣ種株式を取得

するものとし、直ちに取得金額にその請求に係る株式数を乗じて得られた金額をＣ種株主に支払うものとする。

ただし、分配可能額を超えてＣ種株主から第１項に基づくＣ種株式の取得請求がなされた場合には、当会社は、

分配可能額の範囲内において、取得請求されたＣ種株式の数に応じた比例按分その他当会社の取締役会が合理的

に決定する方法により、当該取得請求に係るＣ種株式の一部を取得する。なお、かかる方法に従い取得されなか

ったＣ種株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。

（会社による取得）

当会社は、Ｃ種株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの証券取引所への上場（以下「株式公開」という。）

の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式公開に関する主幹事証券会社からの要請を受けた場合には、

取締役会の定める日に、Ｃ種株式を全て取得し、これと引き換えに、Ｃ種株式１株につき「普通株式と引換えに

する取得請求権」で規定するＣ種株主に交付すべき普通株式の数の普通株式を交付するものとする。交付する普

通株式の数の算出に当たって、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを

取り扱う。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】
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該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高（千
円）

2021年４月１日～

2021年６月30日
110

普通株式　　　3,311

Ａ種優先株式　　533

Ｂ種優先株式　　421

Ｃ種優先株式　　240

2,250 418,000 2,250 409,080

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．2021年12月２日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月８日付で各種優先株式については全て普通株式に変

更しております。

３．2021年11月22日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月10日付で普通株式１株につき2,000株とする株式分

割を行っております。これにより、普通株式の発行済株式総数が9,005,495株増加し、9,010,000株となってお

ります。さらに、2021年12月に新株予約権の行使に伴う普通株式556,000株の発行を行い、普通株式の発行済

株式数は9,566,000株となっております。
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2021年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合

（％）

刀禰　真之介 東京都港区 1,510 33.52

ファストトラックイニシアティブ２

号投資事業有限責任組合

東京都文京区本郷四丁目１番４号

Design Placeα ８F
846 18.78

株式会社Orchestra Investment
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

恵比寿ガーデンプレイスタワー５階
210 4.66

Skyland Ventures １号投資事業有

限責任組合

東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号

新大宗ビル３号館531号
200 4.44

株式会社ベクトル 東京都港区赤坂四丁目15番１号 200 4.44

INTAGE Open Innovation 投資事業

有限責任組合

東京都港区六本木一丁目６番１号

泉ガーデンタワー19階
200 4.44

株式会社杏林舎 東京都北区西ケ原三丁目46番10号 100 2.22

和田　洋 東京都千代田区 85 1.89

山田　真弘 東京都葛飾区 70 1.55

Aflac Ventures LLC

（国内代理人：アフラック・イノベ

ーション・パートナーズ合同会社）

アメリカ合衆国ジョージア州コロンバス

ウィントン・ロード1932

（国内連絡先：東京都港区南青山

三丁目１番31号ＮＢＦ南青山ビル

８階）

70 1.55

株式会社H&Pコンサルティング 東京都渋谷区広尾三丁目14番17号402 70 1.55

計 － 3,561 79.05

（５）【大株主の状況】

2021年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）

普通株式　　　3,311

Ａ種優先株式　　533

Ｂ種優先株式　　421

Ｃ種優先株式　　240

4,505

「１．株式等の状況（１）

株式の総数等

　②発行済株式」に記載の

とおりであります。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 4,505 － －

総株主の議決権 － 4,505 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１．2021年12月２日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月８日付で各種優先株式については全て普通株式に変

更しております。

２．2021年11月22日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月10日付で普通株式１株につき2,000株とする株式分

割を行っております。これにより、普通株式の発行済株式総数が9,005,495株増加し、9,010,000株となってお
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ります。さらに、2021年12月に新株予約権の行使に伴う普通株式556,000株の発行を行い、普通株式の発行済

株式数は9,566,000株となっております。

②【自己株式等】

該当事項はありません。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条

の２第1項の規定に準じて、第２四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）及び第２四半期連

結累計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、かがやき監査法人によ

る四半期レビューを受けております。

３．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

　当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2021年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 188,808 199,929

売掛金 117,201 146,703

仕掛品 160 278

貯蔵品 155 133

前払費用 12,105 12,139

その他 970 535

貸倒引当金 △2,544 △2,851

流動資産合計 316,857 356,869

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 2,085 2,085

減価償却累計額 △918 △1,007

建物附属設備（純額） 1,167 1,078

工具、器具及び備品 7,924 8,263

減価償却累計額 △5,166 △6,011

工具、器具及び備品（純額） 2,758 2,252

有形固定資産合計 3,926 3,330

無形固定資産

ソフトウエア 45,315 35,027

ソフトウエア仮勘定 4,051 14,677

無形固定資産合計 49,367 49,705

投資その他の資産

出資金 10 31

長期前払費用 1,137 1,005

差入保証金 3,149 2,879

投資その他の資産合計 4,297 3,916

固定資産合計 57,590 56,952

資産合計 374,447 413,821

負債の部

流動負債

買掛金 54,338 66,237

短期借入金 ※　　20,000 -

１年内返済予定の長期借入金 18,246 25,372

リース債務 12,668 12,783

未払金 59,369 40,512

未払法人税等 4,315 6,810

未払消費税等 19,328 19,083

前受金 6,944 8,412

預り金 7,946 3,518

返金引当金 1,836 3,058

流動負債合計 204,993 185,789

固定負債

長期借入金 157,245 159,582

リース債務 14,522 8,102

固定負債合計 171,767 167,684

負債合計 376,761 353,473

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2021年６月30日）

純資産の部

株主資本

資本金 415,750 418,000

資本剰余金 406,830 409,080

利益剰余金 △824,894 △766,731

株主資本合計 △2,314 60,348

純資産合計 △2,314 60,348

負債純資産合計 374,447 413,821
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
（自2021年１月１日

至2021年６月30日）

売上高 636,572

売上原価 325,491

売上総利益 311,080

販売費及び一般管理費　　　　　　　　　　　　　※ 248,877

営業利益 62,203

営業外収益

受取利息 1

助成金収入 216

雑収入 895

営業外収益合計 1,112

営業外費用

支払利息 1,107

支払保証料 132

営業外費用合計 1,239

経常利益 62,075

税金等調整前四半期純利益 62,075

法人税、住民税及び事業税 3,913

法人税等合計 3,913

四半期純利益 58,162

非支配株主に帰属する四半期純利益 -

親会社株主に帰属する四半期純利益 58,162

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年６月30日）

四半期純利益 58,162

その他の包括利益 -

その他の包括利益合計 -

四半期包括利益 58,162

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 58,162

非支配株主に係る四半期包括利益 -

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

2022/02/15 18:49:08／21814325_株式会社メンタルヘルステクノロジーズ_公開申請書類（第２四半期）

- 20 -



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 62,075

減価償却費 11,492

貸倒引当金の増減額（△は減少） 306

返金引当金の増減 1,222

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 1,107

売上債権の増減額（△は増加） △29,501

たな卸資産の増減額（△は増加） △96

仕入債務の増減額（△は減少） 11,898

未払金の増減額 △19,264

前受金の増減額 1,467

未払消費税等の増減額 △244

その他 △2,999

小計 37,463

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △1,107

法人税等の支払額 △1,418

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △338

無形固定資産の取得による支出 △10,626

その他 110

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 △20,000

長期借入れによる収入 20,000

長期借入金の返済による支出 △10,537

新株予約権の行使による株式の発行による収入 3,879

リース債務の返済による支出 △6,305

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,962

現金及び現金同等物に係る換算差額 -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,120

現金及び現金同等物の期首残高 188,808

現金及び現金同等物の四半期末残高　　　　　　　※ 199,929

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響による会計上の見積りについて）

新型コロナウイルス感染症拡大による影響については、今後の収束時期を正確に予測することは極めて困難な

状況にありますが、本四半期報告書提出日現在において、当該感染症による当社グループの事業に重要な影響は

生じていないことから、影響は軽微であると仮定して会計上の見積りを行っております。

前連結会計年度
（2020年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2021年６月30日）

当座貸越極度額の総額 20,000千円 -千円

借入実行残高 20,000 -

差引額 - -

（四半期連結貸借対照表関係）

※　当座貸越契約

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当座貸越契約及び借入未実行残高は次のとおりであります。

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年６月30日）

給料及び手当 102,660千円

広告宣伝費 21,965

法定福利費 17,148

役員報酬 16,176

支払手数料 12,597

減価償却費 11,492

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年６月30日）

現金及び預金勘定 199,929千円

預入期間が３か月を超える定期預金 -

現金及び現金同等物 199,929

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

とおりであります。

（株主資本等関係）

当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額

（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)３

メンタルヘル

スソリューシ

ョン事業

メディカルキ

ャリア支援事

業

デジタルマー

ケティング事

業

計

売上高

外部顧客への売上高 494,895 76,759 64,917 636,572 - 636,572 - 636,572

セグメント間の内部

売上高又は振替高
325 - 24,501 24,826 47,035 71,861 △71,861 -

計 495,220 76,759 89,419 661,398 47,035 708,434 △71,861 636,572

セグメント利益 60,630 10,958 11,816 83,405 - 83,405 △21,202 62,203

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に経営指導料であり

ます。

２．セグメント利益の調整額△21,202千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で、提出会

社の一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間
（自2021年１月１日

至2021年６月30日）

１株当たり四半期純利益 6円58銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 58,162

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（千円）
58,162

普通株式の期中平均株式数（株） 8,841,050

（うち普通株式数）（株） 6,453,050

（うちＡ種優先株式数）（株） 1,066,000

（うちＢ種優先株式数）（株） 842,000

（うちＣ種優先株式数）（株） 480,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

―

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）１．普通株式の期中平均株式数は、「第３　提出会社の状況　１　株式等の状況（１）株式の総数等」に記載の

Ａ、Ｂ、Ｃ種優先株式を含めております。
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２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるた

め、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

３．2021年12月２日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月８日付で各種優先株式については全て普通株式に変

更しております。また、2021年11月22日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月10日付で普通株式１株につ

き2,000株とする株式分割を行っております。期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純

利益を算定しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

2022/02/15 18:49:08／21814325_株式会社メンタルヘルステクノロジーズ_公開申請書類（第２四半期）

- 25 -



独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年 2月 15日

株式会社メンタルヘルステクノロジーズ

取締役会 御中

かがやき監査法人

東京事務所

指 定 社 員

業務執行社員

指 定 社 員

業務執行社員

公認会計士
夕 声 7歩

公認会計士六ォとん身
監査人の結論

当幣杏法人は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第 6項の規定に基づき、「経理の状況」

に掲げられている株式会社メンタルヘルステクノロジーズの2021年 1月 1日から2021年 12月 31日 までの連結

会計年度の第 2四半期連結会計期間 (2021年 4月 1日から2021年 6月 30日 まで)及び第 2四半期連結累計期

間 (2021年 1月 1日から2021年 6月 30日 まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連絡貸借対照

表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メンタルヘルステクノロジーズ及

び連結子会社の2021年 6月 30日 現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認

められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビュー

における時杏人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、

会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表



の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半翔レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立

場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において下般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの

過程を通じて、職灘的専門家としての判断を行い、職業的懐疑いを保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四

半期レビュー手続を実施する。四半剣レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不

確実l生が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていない

と信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確笑酔 認

められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚遍すること、又

は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対

して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。幣杏人の結論は、四半期レビュー報告書

日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな

る晰 を陛がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財

務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事

項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を通正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入

手する。幣杏人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。

監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

昨杏人は、昨杏役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー

上の重要な発見事項について報告を行う。

幣杏人は、昨杏役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職灘倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する

ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以  上
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